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道路上で漏水を発見したら「漏水 110 番」施設課施設管理係　☎３５－６７６３まで

　
料
金
を
滞
納
す
る
と
、
ど
う
な

り
ま
す
か
？

　

督
促
状
を
お
送
り
し
ま
す
。

　

督
促
状
の
納
期
限
内
に
納
入
が

な
い
場
合
に
は
給
水
停
止
の
対
象

と
な
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
納

入
く
だ
さ
い
。

　

納
入
期
限
が
過
ぎ
た
納
入
通
知

書
は
使
用
で
き
ま
す
か
？

　

取
り
扱
い
の
金
融
機
関
で
は
使

用
可
能
で
す
。
た
だ
し
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
は
、
納
入
期

限
を
過
ぎ
た
納
入
通
知
書
は
取
り

扱
い
で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
納
入
通
知
書
を
お
送
り

し
て
納
入
期
限
ま
で
に
料
金
の
入

金
が
確
認
で
き
な
い
場
合
、
督
促

状
を
お
送
り
す
る
た
め
、
二
重
払

い
を
し
な
い
よ
う
に
お
気
を
つ
け

く
だ
さ
い
。

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
水

道
料
金
の
納
入
は
で
き
ま
す
か
？

　

現
在
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に

よ
る
納
入
は
取
り
扱
っ
て
お
り
ま

せ
ん
。
恐
れ
入
り
ま
す
が
、
料
金

の
納
入
は
口
座
振
替
か
、
納
入
通

知
書
に
よ
る
金
融
機
関
又
は
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
納
入
方

法
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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　水道企業団では、南相馬市と共催による「水道週間

ポスターコンクール」を行い、市内の小学５・６年生

が水道の大切さを呼びかけました。

　日ごろから水質保全や節水を心がけましょう。

　ご家庭の使用水量を

計算するため、２か月

に１度水道メーターを

検針しています。

　検針時には、ご使用

になった水量と請求予

定金額等を記入した

「使用水量のお知らせ」票をお渡ししています。

　また、メーターボックスの上に物などを置かないよ

うにして、いつも見やすくしていただきますようご協

力ください。

◆問い合わせ先  �総務課料金係�☎３５－６７００

　水道企業団では、相馬市内の漏水調査を実施します。

この調査は、水道企業団が委託した調査員が、水道メー

ターや止水栓などの位置で漏水音が発生しているかどう

かを確認するものです。調査のため敷地内に立ち入る場

合がありますので、ご協力をお願いいたします。調査員

は水道企業団発行の身分証明書を携帯しています。

●委託業者　フジ地中情報株式会社

●調査期間　10月1日～平成22年2月26日まで

●調査対象区域　相馬市内一円

◆問い合わせ先 
　施設課施設管理係��☎３５－６７３６

　水道企業団では、利用者

の皆様のところに設置して

いる水道メーターを計量法

に定める有効期間（８年間）

の満了までに無料で交換し

ています。

　なお、メーター交換には水道企業団が委託した指定

給水装置工事事業者がお伺いいたしますので、ご協力

をお願いします。

◆問い合わせ先  施設課給水係�☎３５－６７３３

❶　家にある全ての蛇口をしっかりと閉めます。
❷　水道メーターについている銀色のパイロットが
回転しているか確認します。
回転していれば、メーターから
蛇口までの水道管のどこかで漏
水している可能性があります。

❸　漏水を発見した場合は指定
給水装置工事事業者に連絡して
修理を依頼してください。

■ ご家庭での漏水チェックの方法

パイロット

は水道企業団発行の身分証明書を携帯しています。

●委託業者　フジ地中情報株式会社

●調査期間　10月1日～平成22年2月26日まで

　施設課施設管理係��☎３５－６７３６

南相馬市立真野小学校６年多田寛子さん

相
馬
地
方
広
域
水
道
企
業
団
企
業
長
賞

8 年に一度のメーター交換に
　　　　　　　ご協力願います

水道メーターの検針にご協力ください

水道管の漏水調査にご協力ください
大切な水を無駄にしないために

水道週間ポスターコンクール
“おいしいね　この水未来に　いつまでも”
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収益的収入 1,204,404

営 業 収 益 1,189,185 営業外収益 特別利益

水道料金 加入金 下水道手数料 構成団体負担金 工業用水道 その他
14.258 961

1,045,866 19,555 32,993 33,574 48,848 8,349

86.8% 1.6% 2.7% 2.8% 4.1% 0.7% 1.2% 0.1%

収益的支出 1,163,820 当年度
純利益営 業 費 用 1,005,345 営業外費用 特別損失

原浄水費 配給水費 業務費 総係費 減価償却費 資産減耗費 工業用水道 支払利息等 過年度損益修正損

40,584114,576 85,233 98,017 60,900 589,039 21,030 36,550 157,685 790

9.9% 7.3% 8.4% 5.2% 50.6% 1.8% 3.1% 13.6% 0.1％

収入 （単位：千円）� （税抜き）

支出 （単位：千円）� （税抜き）

■収益的収入は水道料金等の収入で、収益的支出は、水をつくり皆さんのところに送るための維持管理等に要し

　た費用です。

■原 浄 水 費　ダムや井戸からの原水の取り入れ並びに炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

■配 給 水 費　浄水の配水に係る設備及び給水装置に付属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

■業 務 費　メーターの検針、料金の調定及び収納その他の業務に要する費用

■総 係 費　議会、監査、広報その他総務関係の費用

■工業用水道　福島県から受託し工業用水道に要した費用

◎当年度純利益 40,584 千円は、減債積立金として繰り入れました。

◎地方公共団体の財源の健全化に関する法律第 22 条に基づく「平成 20 年度分資本不足比率」はありません。

水 道 料 金 の 納 入 は、 便 利 な 口 座 振 替 で！
検 針 の 翌 月 17 日 が 口 座 振 替 日 で す

水 道 使 用 開 始・ 中 止 の ご 連 絡 は

総務課料金係　☎ 35-6700 へ
受付時間　平日 8:30 ～ 17:15

平成　 年度決算の概要20

条例、平成 21 年度補正予算など 3議案が提出され、慎重審議の結果、いずれも

原案のとおり可決・承認されました。提出された議案は、下記のとおりです。

記

・相馬地方広域水道企業団給水条例の一部を改正する条例について

・平成 21 年度相馬地方広域水道企業団水道事業会計補正予算（第 1号）について

・平成 20 年度相馬地方広域水道企業団水道事業決算認定について

■平成 21 年第 2 回相馬地方広域水道企業団議会定例会は 8 月 20 日に開催されました。

相馬地方広域水道企業団議会報告


